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越谷市地域防災計画 [資料編] の更新について（1/2）

■ 要配慮者関連施設一覧の更新

水防法では、洪水浸水想定区域の指定があった場合、洪水浸水想定区域内の要配

慮者利用施設を市町村の地域防災計画に定める必要がある。

また、地域防災計画に定められた施設は、施設利用者の洪水時等の円滑かつ迅速

な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画（避難確保計画）

を作成しなければならないと規定されている。

要配慮者関連施設の所管課と連携し、地域防災計画に定める施設を見直した。

要配慮者関連施設一覧

現状【令和７年１月１日時点】
学校 ６３施設
社会福祉施設 ６３４施設
病院・診療所 ３２施設

更新後【令和８年１月１日時点】
学校 ６４施設
社会福祉施設 ６７１施設
病院・診療所 ３０施設
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■ 越谷市罹災証明書等交付要領の一部改正に伴う修正

越谷市罹災証明書等交付要領において罹災証明書等交付申請書・証明書の様式を規定

していたが、内閣府政策統括官（防災担当）より罹災証明書の申請書様式の統一化につ

いて通知があり、全国統一様式に変更した。

旧様式 新様式
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